
 

 

 

 

令和５年度 事業計画書 

 

千葉市若葉文化ホール 

千葉市美浜文化ホール 

 

 

 

 

 

指定管理者  ちばアートウインド運営企業体 

 



- 1 - 
 

目  次 

 

１ 基本事項 

 （１）使用時間、休館日、利用料金等---------------------- Ｐ2 

 （２）人員の配置及び緊急連絡体制------------------------ Ｐ3 

 （３）個人情報保護-------------------------------------- Ｐ5 

 （４）防災訓練実施計画---------------------------------- Ｐ5 

 

２ 施設貸出業務に関する実施計画 

 （１）使用許可受付関係---------------------------------- Ｐ6 

 （２）利用者サービスの向上策---------------------------- Ｐ7 

 

３ 施設維持管理業務の実施計画 

 （１）保守管理業務及び設備機器管理業務------------------ Ｐ10 

 （２）備品管理業務-------------------------------------- Ｐ11 

 （３）修繕業務------------------------------------------ Ｐ12 

 （４）再委託業務---------------------------------------- Ｐ13 

 （５）その他-------------------------------------------- Ｐ13 

 

４ 経営管理業務 

 （１）モニタリングの実施方法等-------------------------- Ｐ14 

 

５ 料金表            ------------------------ Ｐ16 

  

６ 企画提案業務・自主事業運営計画------------------------ P 24 

 

７ 企画提案業務・自主事業収支一覧------------------------ P 53 

 

８ 収支予算書総括表       ------------------------ P 82 

 

 

  



- 2 - 
 

 
１ 基本事項 

（１）使用時間、休館日、利用料金等 

 

【開館時間】 

・ 開館時間は、現行通り条例に定められた下記に記した開館時間を原則とします。 

・ 開館時間の延長が利用率の向上及び市民の文化活動の増進に寄与すると認められる 

ときには、柔軟に対応します。 

・ 指定管理期間中に実施するアンケートや利用者からの聞き取り調査等で開館時間の変

更が客観的に有効であると判断された場合は、市と協議のうえで柔軟に対応します。 

 

施設名 開館時間 

若葉文化ホール 午前 9：00～午後 10：00 

美浜文化ホール 午前 9：00～午後 10：00 

 

 

 

【休館日】  

・ 休館日はあらかじめ設定し、あわせて利用者が混乱しないよう、休館日カレンダーを

作成の上、館内に掲示するほか、希望者に配布することで周知を徹底します。 

・ 休館日における臨時開館あるいは休館日の変更が、利用率の向上及び市民の文化活

動・コミュニティ活動の促進に寄与すると認められる場合や、指定管理期間中に実施

するアンケートや利用者からの聞き取り調査等で客観的に有効であると判断された場

合は、市と協議のうえ柔軟に対応します。 

・ その他、大規模な点検・整備等で臨時休館を行う必要があるときは、事前に市と協議

して許可を得た上で、できるだけ早くから周知徹底し、利用者に迷惑がかからないよ

うにします。 

 

施設名 休館日 

若葉文化ホール 年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで） 

美浜文化ホール 
毎月第三月曜日（国民の祝日の場合は翌日） 

年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで） 

 

【利用料金】 

 

  ・ 別紙に記載 
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（2）人員の配置及び緊急連絡体制 

 

【人員配置表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 施設責任者として、統括館長及び館長・副館長を配置し、各部門責任者として総務・

受付責任者、事業責任者、ホール責任者、施設管理責任者を配置します。 

・ 統括館長は、コミュニティセンターを含む３施設全体の統括を行います。各館長と連

携し、行政との連絡・交渉窓口、財団をはじめ地域との窓口、また本企業体構成団体

との窓口となります。行政とのスムーズな連絡体制を確保します。 

・ 芸術監督を配置し、千葉市文化芸術振興計画に基づいた事業の実施、ならびに文化振

興に努めます。 

 

 

 

 

統括館長 1名 

芸術監督 1名 
（全館監修） 

ちばアートウインド運営企業体経営会議 

㈱ﾊﾟｼﾌｨｯｸｱｰﾄｾﾝﾀｰ Fun Space㈱ ㈱千葉共立 

㈱ﾊﾝｽﾞｵﾝ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ ㈱ｵｰﾁｭｰ 

 
 

若葉文化ホール 
総務・受付 
責任者 1名 

受付担当者 
4名 

事業責任者 
1名 

ホール担当者 
2名 

ホール責任者 
1名 

副館長 1名 
(経理責任者) 

若葉文化ホール 
館長 
兼 

千城台コミュニティ 
センター所長 

 
1名 

 受付担当者 
6名 

事業担当者 
1名 

総務・受付 
責任者 1名 

事業責任者 
(館長兼務) 

美浜文化ホール 
館長 1名 

副館長 1名 
(経理責任者) 

ホール責任者 
1名 

ホール担当者 
3名 

美浜文化ホール 
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【緊急連絡体制図】 

 

・ 開館時は職員の巡回による警備を基本とするとともに、緊急事態発生時にはスムーズ

な対応ができるよう、日頃より訓練を実施し、有事に備えます。 

・ 緊急時の連絡体制（連絡網）を作成し、施設内事務所の見やすい場所に掲示するとと

もに、年に２回シミュレーションを行い、連絡網がスムーズに機能することを確認し

ます。 

・ 緊急事態は、施設にいる責任者（統括館長、館長または副館長）が緊急対応責任者と

なり、まず警察、消防等への通報を第一に行い、その後直ちに市の担当者へ連絡しま

す。その後、現場に不在の責任者へも直ちに連絡を取り、連絡を受けた責任者は現場

に急行します。 

・ 緊急時の責任者は、統括館長とします。統括館長は、状況を把握したうえで、急行す

るべきか否かの判断を行うと共に、各企業体の代表取締役に連絡し対応を決定しま

す。さらに状況に応じて、私たちの市内近隣施設及び本社のスタッフが駆けつけま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
【 各館緊急連絡の体制図 】 

関係機関(警察・消防・病院 等) 
千葉市担当課 

【本施設の各館】 

近隣運営施設 

設備機器メーカー 

（設備保守点検委託業者） 
統括館長 

※安全の確保を第一と考え、職員等が連携して対応 

警備会社 

利用者 副館長 職員 館長 

通報 

要請 

指示 

指示 

指示 指示 

安全確保 

避難誘導 

支援 

報告 報告 

連絡・要請 出動 連絡 

緊急対応 

報告 指示 

報告 

報告 

代表企業本社 

企業体各本社 
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（3）個人情報保護 

・企業体として個人情報を適切に取り扱うことを社会的責務のひとつと考え、企業体/個人

情報保護規定（マニュアル）をもとに、個人情報管理責任体制を築き、個人情報の保護

に努めます。 

・国の定めた「個人情報の保護に関する法律」「行政機関の保有する情報の公開に関する

法律」並びに千葉市の定めた「千葉市個人情報の保護に関する法律施行条例」「千葉市

個人情報の保護に関する法律施行細則」を遵守し、千葉市と同等の個人情報保護措置を

取ることとします。 

 

企業体管理責任者 施設名 
個人情報統括責任者 

個人情報取扱責任者 

代表企業 

Fun Space株式会社 

専務取締役 

若葉文化ホール 
統括館長、館長 

副館長 

美浜文化ホール 
統括館長、館長 

副館長 

 

 

（４）防災訓練実施計画 

・消防法に則って、自主防火管理体制の中核となる防火管理者を選任し、消火、通報及び

避難訓練の実施等を定めた消防計画を作成いたします。このような「防火・防災管理体

制」により、日常の防火対策の万全を図り、万一に備えます。 

・自衛消防隊を組織して施設の防火・防災管理に万全を期します。 

・消防訓練は、美浜文化ホールでは、火災時の相互連携体制を図るため、美浜区役所、美

浜区保健福祉センターと共同で年２回消防訓練を実施します。 

・若葉文化ホール・千城台コミュニティセンターでは、市民センター、サポートセンター

を含め４施設合同の防火防災訓練を実施します。 

 

施設名 実施時期 

若葉文化ホール 年２回/他施設等との日程調整による。 

美浜文化ホール 年２回/区役所等の日程調整による。 
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２ 施設貸出業務に関する実施計画 

（１）使用許可受付関係 

 

【使用許可業務】 

 

千葉市文化ホール設置管理条例・管理規則を遵守し、各施設の施設使用許可にあたっては、

公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益保護に資することとします。 

 

①使用受付及び使用許可 

条例・規則に定める基準に従い、施設利用の受付及び使用許可を行います。利用申請は、

原則として使用する月の 12 か月前の初日から受付けます。 

 

②使用許可の審査基準 

条例・規則を踏まえて定めた審査基準に基づき、使用許可の適否を判断します。 

利用申請を行うまでに必要となる手続き方法を、パンフレットの配布やホームページで公

開することで、利用者の利便性を高めます。これらにより使用許可に関する利用者の疑問

解消やトラブル防止に努めます。 

 

③公平な利用の確保  

公平な利用を確保するため、申込多数の場合は抽選を行い、利用者を決定します。 

 

④法令変更の場合の対応 

法令変更があった場合には、施行日までに対応方策を検討し、利用者等へのトラブルがな

いよう対応します。 

法令変更により運営方法に影響がある場合には、千葉市と協議し迅速に対応方法を検討 

します。 

 

【数値目標】 

① 若葉文化ホール 

 令和５年度目標 

施設利用者数（楽屋除く） 63,000人 

使用件数（楽屋除く） 845件 

施設稼働率（楽屋除く） 41.4％ 

ホール稼働率（平日） 35.1％ 

ホール稼働率（土日祝） 81.7％ 

顧客満足度 80点以上 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 

 

② 美浜文化ホール 

 令和５年度目標 

施設利用者数（楽屋除く） 11４,１00人 

使用件数（楽屋除く） 2,４０0件 

施設稼働率（楽屋除く） 5３.１％ 

メインホール稼働率（平日） ４７.０％ 

メインホール稼働率（土日祝） 9２.３％ 

音楽ホール稼働率（平日） 6８.０％ 

音楽ホール稼働率（土日祝） 9５.０％ 

顧客満足度調査 80点以上 

 

※両ホールで連携した空き情報の案内、ＨＰなどを活用したホールの認知度向上、割引提案の 

ご利用者への訴求、施設空き状況の告知他、施設の稼働をあげる取り組みの強化を実施します。 

  

 

（２）利用者サービスの向上策 

【サービス向上の取組】  

① 快適な利用環境の提供 

項 目 内 容 

５Ｓを基本とした取

組み 

利用環境の安全性と快適性維持のため、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清

潔・躾）を基本とした日常的な衛生管理を実施します。利用者から見

える事務所内も５Sを徹底します。 

障がい者・社会的弱者

対応 

筆談器の用意、点字シールの貼付、補助犬の受入、車椅子の貸し出し、

移動の補助など障がい者・社会的弱者の方にも少しでも快適にご利

用いただけるよう、最善を尽くします。 

外国語対応 
受付などで、英語・中国語・韓国語等の館内表記を実施します。 

ホームページも多言語化対応とします。 

草花のお出迎え 
季節の草花でおもてなしの心を表現します。美しい草花が、訪れる

方々に季節感と潤いを与えます。 

季節の飾りつけ 

こいのぼり、七夕飾りなど、季節や文化を自然と意識するような飾り

付けを行います。 

受付周りに季節の花などを常時飾り、季節感を演出します。 

地域クリーンアップ 
月 1 回本施設のみでなく本施設周辺も清掃活動を実施し、地域の環

境保全や地域交流を図ります。 
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② 公演チケット購入方法の多様なサービス 

両ホール共通してチケットのインターネット購入システムを活用します。 

支払いと発券のためにホールに来館する手間を省き、カード決済による支払いと近くのコ

ンビニエンスストアでの発券も可能とします。 

千葉市文化振興財団のチケットシステムを各館に配置し、市内文化施設４館のチケット発

券を可能とすることで利用者の利便性向上図ります。 

 

③ 2 館受付サービスの共通化 

予約システム運用マニュアルに則り、予約システムの運用、操作の確認はもちろん、受付

マニュアルを整備し、使用許可判断基準、割引制度の理解、受付方法等を２館で統一化を

はかります。 

所属館のみならず他館の案内についても、２館相互人事交流、勉強会を実施し、２館一括

管理のメリットを活かした市民サービス向上に努めます。 

 

④ ステージコンサルティングの提供 

市民の文化芸術の向上を図り、文化芸術活動を支援するため、利用相談を受付けます。コ

ンサルティングサービスを提供することで、初めて利用する方も安心してホールを利用す

ることができます。 

また、リピーターとなっていただいた方々に対しても、企画運営などに関するアドバイス

や相談ができる仕組みを構築することで、施設価値を高め、利用率を高めます。 

一部のスタッフだけではなく、全てのスタッフが文化施設を管理運営するプロとしてより

よい提案が出来るよう、研修とミーティングにより知識の共有と意識の統一を図ります。 

 

⑤ 感染症対策の徹底 

「基本的な感染症対策の徹底」や「各種ガイドラインに沿った感染症対策の徹底」を実施

し、利用申し込みから公演終了まで、受付・舞台担当者による相談対応等、市民の皆様に

安心して使っていただけるように、サポートを行います。 

 

⑥ ホール映像配信サービスの提供  

公共ホール利用方法の新たな可能性として映像配信サービスを提供します。 

インターネット回線整備を活かし、配信環境の整備完了を広く利用者に告知してまいりま

す。また配信利用者に対するサポートを行い、配信利用がしやすい環境を整え、ホールの

新たな利用用途として積極的活用します。 

 

⑦ ホールを初めて利用する方々へのサポートリーフレットの作成 

「舞台施設をはじめて利用される方へ」と題したリーフレットを作成し、お渡しします。

利用者が初めて舞台施設を利用するにあたっての、当日までの不安を和らげ、全ての方が

安心して利用できる環境を提供することも稼働率向上の重要なサービスのひとつと考えま

す。 
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⑧ 利用者カルテの作成 

本施設を利用した方のカルテ（図面、台本、進行表、打合せ票等の保管を含む）を作成

し、リピート化を促進します。カルテには、前回利用時に使用した備品などのハード面か

ら上演した内容などのソフト面まで記録し、管理します。 

前回利用の付帯設備などを記録することで、前回を基本としての相談が可能となり、次回

利用時にストレスのない打合せを可能とします。また、前回の問題点を踏まえて、実施す

るたびに催しが良くなるようなご提案をさせて頂きます。 

 

⑨ 催し物のサポート 

チケット作成・委託販売、ポスター制作、看板制作などのサービスを開始し、公演機会が

少ない市民文化団体等を中心に、公演がより魅力的なものとなるようにお手伝いします。 

 

⑩ ホール担当者の立会い 

市民の本番公演等には、ホール担当者が立ち会い、舞台設備機器等に不慣れな市民の方々

をサポートします。 

 

⑪ 延長時間の柔軟対応 

使用時間内において、使用許可を受けた使用時間を超過または繰り上げて使用する場合

は、１時間単位で延長使用を認めます。 

お客様のご要望により利用可能時間帯の延長が生じる場合についても、要望にお応えする

よう、早朝・深夜貸し出しを行い、利用者の利便性の向上を図ります。 

各時間帯には、準備（機材の搬入・仕込み）から後片付け（機材の撤去・搬出）等の時間

を含みますが、利用者の利便性を考慮し、使用開始時間１０分前に受付、５分前までに開

錠を基本とします。 

 

【稼働率向上の工夫】 

①サンキューレターの送付 

ホールを利用していただいた主催者の方に、お礼状を送付します。お礼状を送付すること

で、感謝の気持ちを伝えるとともに、気持ち良く再度の利用をしていただける関係を築き

ます。 

また、年賀状等での時候のあいさつを実施します。 

 

②割引制度のご案内のダイレクトメール（DM） 

過去に利用していただいた主催者の方に、新しい割引制度を導入した場合等に、ＤＭでご

案内をお送りします。ホームページや各種紙面に記載するだけでは興味のある方しか伝わ

らないため、ＤＭを送ることで効果を高めます。 

 

③ 柔軟な割引制度 

割引制度を柔軟に設定し、稼働の低い施設、区分へ利用者を誘導等することで利用促進を

図っていきます。 
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④興行誘致の取組 

プロアーティストによる共催事業のほか、映画やドラマ等の撮影等を誘致し平日利用促進

を図ります。 

・密な協力体制（新聞・フリーペーパー・ラジオ局等） 

・テレビ局事業部やプロモーター等とのネットワークを活用したテレビ・映画ロケ、公開

収録の積極的誘致 

⑤IT の活用による情報発信 

施設ＨＰを情報量・活用性・利便性の高いものにし、イベント情報、施設空き状況等の更新 

頻度を高め、利用者のニーズに合った情報を届けることで利用促進を図ります。 

各種 SNSでの更新頻度を高め、多様な情報をタイムリーに届けます。同時に利用者や地域

の方々とのコミュニケーションツールとして活用することでご意見・ご要望を収集します。 

 

３ 施設維持管理業務の実施計画  

（１）保守管理業務及び設備機器管理業務 

【舞台設備管理】 

総責任者は統括館長とし、実務はホール責任者が担当します。 

・ 日常点検業務により、安全でスムーズなホール設備・備品管理を行います。「保守点

検簿」等の台帳管理（修繕記録等）を確実に行います。 

・ 舞台専門のスタッフによる日常点検と専門業者による定期保守点検及び非常時のメン

テナンスを施設管理の２本柱と考え、安全を第一とする設備の維持管理を行います。 

・ 設備・備品などの利用頻度の実状と保守メンテナンス回数を総合的に勘案し、必要で

あれば保守メンテナンス回数の見直しを図り、安全確保に努めます。 

・ 担当スタッフによる日常点検により、不具合箇所を早期発見し修繕することで、経年

劣化の速度を可能な限り遅らせるよう努めます。また、専門的な点検を行う前にも自

主点検を行うことで二重三重の安心と無駄な費用を抑えます。 

【維持管理計画】（●は保守点検、○は定期調律）  

①千葉市若葉文化ホール 

作業内容 実施回数 実施者 
４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

舞台設備機構 

保守点検 
4 回/年 

委託業

者 
  ●   ●   ●   ● 

舞台照明設備 

保守点検 
2 回/年 

委託業

者 
    ●      ●  

舞台音響設備 

保守点検 
1 回/年 

委託業

者 
         ●   

ピアノ保守点検 

（ホール） 
８回/年 

委託業

者 
 ○ ○  ○ ○  ● ●  ○ ○ 

ピアノ保守点検 

（リハーサル室） 
４回/年 

委託業

者 
  ○   ○   ○   ○ 

移動用調光卓 

保守点検 
1 回/年 

千葉共

立 
          ●  
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②千葉市美浜文化ホール 

作業内容 実施回数 実施者 
４ 

月 

５ 

月 

６ 

月 

７ 

月 

８ 

月 

９ 

月 

10

月 

11

月 

12

月 

１ 

月 

２ 

月 

３ 

月 

舞台設備機構 

保守点検 
2 回/年 委託業者  ●      ●     

反響板保守点検 2 回/年 委託業者   ●      ●    

舞台照明設備 

保守点検 
2 回/年 委託業者    ●      ●   

舞台音響設備 

保守点検 
2 回/年 委託業者      ●     ●  

ピアノ保守点検 

(ヤマハ) 

メインホール 

4 回/年 委託業者 〇   ●   〇   〇   

ピアノ保守点検 

(スタインウェイ) 

音楽ホール 

４回/年 委託業者  〇   〇  ○   ●   

ピアノ保守点検 

(ヤマハ) 

リハ室・2 スタ 

各２回/年 委託業者   
〇

〇 
     

〇 

〇 
   

※若葉文化ホールについては、その他設備管理は千城台コミュニティセンターで実施。 

※美浜文化ホールについては、その他設備管理は美浜区役所で実施。 

 

（２）備品管理業務 

【備品管理の考え方】  

・備品管理は利用者の視点に立ち、安全性と快適性に配慮します。 

・備品および消耗品等についても備品診断カルテを用いて、数量、状態を常にチェックし

不足する前に補充するなど、利用者が安全・快適に使用できるようにします。 

・また、千葉市の備品については市の規定に基づいて、管理台帳及びラベル等を用い管理

します。 

・備品の新規購入、用途廃止にあたっては、館長が必ず確認するものとし、盗難や不正な

流用が無いよう厳重に管理します。 

 

【ホール備品の管理】  

・施設備品や舞台備品については「管理簿」によって管理し、利用者への貸し出し備品に

ついては計画的に点検して機能保全に努めます。 

・万が一、破損や不具合が発生した場合は、速やかに千葉市に報告します。重要備品は

“施錠保管”を行い、管理の徹底を行います。ピアノ保管庫は設備担当者との連携によ

り湿度管理を行います。 

・予約管理システム（ちば施設予約システム）の活用により、稼働率や使用回数から割り

出した舞台備品の適正な更新時期を千葉市に提案し、安全で快適なホールを維持してま

いります。 

・設備機器類の点検を、「設備機器自主点検表」に基づいて行い、半期ごとに「備品台

帳」を利用して備品類の棚卸を行います。点検結果はホール担当責任者が確認し、館長

に報告をします。 
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 【ホール備品以外の管理】  

・「備品管理台帳」を作成し、収納場所等を表示して整理を行います。施設備品・各社備

品・利用者預かり品は識別できるよう表示します。 

・自主点検及び運用において不具合があれば表示し、使用することが無いよう周知徹底に

努め、経年劣化している物品については、買換え時期を見極め予算に計上します。保管

場所によっては地震対策（照明機材の落下防止等）、事故防止対策（ガラス衝突防止

等）を行います。 

 

 

（3）修繕業務 

No． 修繕箇所 
計画額 

（単位：千円） 
実施時期 状 況 

1 小破修繕（若葉） 2,500 通年 突発的な修繕に対応。 

2 小破修繕（美浜） 2,200 通年 突発的な修繕に対応。 

合  計 4,700  
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（4）再委託業務 

設備の法定点検など客観性が必要な業務及び舞台機構保守・照明保守・音響保守・ピアノ

保守のような特殊技術を必要とする専門性の高い業務は、委託により安心・安全を第一と

した体制を整えます。 

 

・【若葉文化ホール】                               

No. 再委託業務 再委託予定先 所在地 

1 舞台機構保守点検業務 ㈱サンケン・エンジニアリング 市外 

2 舞台照明保守点検業務 ㈱松村電気製作所 市外 

3 舞台音響保守点検業務 ヤマハサウンドシステム㈱ 市外 

4 ピアノ保守点検業務 葛野ピアノ調律事務所 千葉市 

 

・【美浜文化ホール】 

No. 再委託業務 再委託予定先 所在地 

1 舞台機構保守点検業務 三精テクノロジーズ㈱ 市外 

2 反響板保守点検 ㈱エムアンドエヌ 市外 

3 舞台照明保守点検業務 東芝ライテック㈱ 市外 

4 舞台音響保守点検業務 ヒビノスペーステック(株) 市外 

５ メインホールピアノ保守点検業務 
㈱ヤマハミュージックリテイリング

首都圏ピアノ技術センター 
千葉市 

6 
リハーサル室・第２スタジオピアノ 

保守点検業務 

㈱ヤマハミュージックリテイリング

首都圏ピアノ技術センター 
千葉市 

7 音楽ホールピアノ保守点検業務 スタインウェイ・ジャパン㈱ 市外 

 

 

（5）その他 

・施設の危機管理マニュアルに則り、職員が統一見解をもって対応処置いたします。 

・また、利用者の行動に気を配り、確認及び対応を心がけ、万一の不測の事態に備えま

す。全職員がAEDの研修を受講し、適宜技能維持の為の再講習を受講します。 
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４ 経営管理業務 

（１）モニタリングの実施方法等 

【自己評価】 

各種のデータをもとに自己評価（セルフモニタリング）を行い、市民サービスの向上と業

務の効率化につないでいきます。 

目標を設定し、その達成度を把握します。達成度把握のために出来うる限り具体的な指標

を設定し、定量・定性データを用いて分析します。この結果を業務に活かすべく、ＰＤＣ

Ａサイクルを用いて改善に取り組んでまいります。 

① 目標の設定と分析 

・事業計画書において明確な目標設定を行い、その達成度を評価基準とします。 

・客観的・具体的な指標として利用者数（利用率）、運営品質（顧客満足度・利用者アン

ケート等）、企画提案業務、自主事業における戦略目標達成（事業内容、鑑賞者アンケ

ート等）などから行います。 

 

② 企業体経営会議の実施 

・最高経営機関として全社の本社役員又は管理職の出席のもと経営会議を２ヶ月に１回開

催し、経営計画や事業計画策定の決定と運営支援および管理を行います。 

・構成会社がすべて参加し、相互のチェック機能を働かせ、より良い運営体制を構築しま

す。 

 

③利用者意見、自己評価等の管理運営への反映 

・把握した利用者の意見と自己評価（目標に対する達成度）をもとに、ＰＤＣＡサイクル

に基づいて、職員全員で業務改善を図ります。 

・常に課題点を明確化して改善に反映していくことにより、利用者のニーズに応える管理

運営を行います。 

 

【利用者の意見の把握等】  

下記のような様々な調査方法を通じて利用者の要望等を把握し、年代や性別、居住地等を

はじめとした分類別の分析などを行い、利用者満足度が高い施設をめざします。 

 

①利用者アンケート 

・ご利用者には、ご利用日に受付にてアンケート用紙をお渡しし、積極的に運営改善への

ご意見をお聞かせいただくようご協力をお願いします。 

 

②利用者ヒアリング 

・ご利用の際に不便はなかったか、何か困ったことはなかったか、会話によりご意見や感

想聞き取ります。 

・利用者の声の聞き取りは、スタッフ全員で実践します。アンケートに記載するまででは

ないものの、利用していて感じる軽微な不満要素や地域の課題など、いろいろなご意見

が聞ける最も有効な手段として捉え、不満要素を不満にしないうちに改善へ繋げ、満足

度を上げる取り組みをしていきます。 
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③アンケートボックス 

・受付に直接言いにくい、アンケートに書きにくい見えない声の収集手段として、館内に

アンケートボックスを常設します。 

・主催者、利用者、施設に来た誰もが意見を投書でき、その意見を反映させます。 

 

④顧客満足度調査の実施 

・利用者の要望等を客観的・定量的に把握し、より良い運営サービスに反映させていくこ

とを目的に、「顧客満足度調査」を行います。 

・この調査では、多変量解析により分析するなど、施設利用上の問題点を定量的に抽出す

ることができます。 

・調査結果は改善に活かすだけでなく、市へも報告し、施設運営の透明性も保ちます。 

  

⑤未利用者アンケート 

 ・本施設をご利用されたことが無い方にも、その他集客施設などでアンケート調査を行い「な

ぜ利用したことがないのか」などを調査し、利用者増加を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































































